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「特定のサービス業における取扱件数、入場者数、利用者数等」について

(１) 旧特定サービス産業実態調査項目について

１

・ 「特定のサービス業における取扱件数、入場者数、利用者数等」（旧特サビ実態項
目）については、R3調査の検討の際に、基準年の経済構造統計である経済センサス‐
活動調査においても、中間年調査と連携し取扱いを検討することとしていた。

・ 今般、令和４年経済構造実態調査の乙調査の廃止を受け、改めて、取扱いを検討す
るもの。



「特定のサービス業における取扱件数、入場者数、利用者数等」について

(１) 旧特定サービス産業実態調査項目について

２

○経済構造実態調査の変更及び工業統計調査の中止について（答申）（抜粋）
（オ）乙調査の見直し

乙調査については、旧特定サービス産業実態調査の調査対象であった特定のサービ
ス産業に属する企業又は事業所（約４千企業及び約４万８千事業所）を対象に、特定
のサービス産業に関する特性事項を調査するものである。
前回答申において、今後の課題として、「中間年における産業横断的なデータ把握

を主目的とする経済構造実態調査の中で、特定のサービス産業に関する事業特性事項
の把握に特化した乙調査の位置づけ及び調査事項について再検討すること」が求めら
れている。
これを踏まえ、乙調査の位置づけについて検討を行った結果、①甲調査という産業

横断的な統計整備が進展する中、経済産業省における有用性は低下していること、②
調査事項の細かさから記入者負担が大きく、未回答や修正の増加による精度確保の問
題があること等から、本件申請では、乙調査を廃止する計画である。
他方で、国民経済計算の推計に利用されている項目があることから、必要な情報を

提供する方策として、令和３年活動調査における生産物分類を分割して、より詳細な
売上高内訳を把握する対応をとることとしている。
これについては、前回答申を踏まえた措置であり、産業横断的なデータ把握を主目

的とする経済構造実態調査の中で、特定のサービス産業に関する特性事項の把握に特
化した乙調査を廃止することは、適当である



「特定のサービス業における取扱件数、入場者数、利用者数等」について

(２) 利活用状況・記入精度、検討

３

◆【利活用状況・記入精度】
・28年調査結果の旧特定サービス産業実態調査項目に係る結果表の活
用は把握できなかった。
※R３調査の結果表の活用実績は来年度前半に各府省・地方に照会予定

・記入精度については経済構造実態調査乙調査のものと同様の状況

◆【検討】
・利活用状況・記入精度ともに経済構造実態調査乙調査の状況と変わ
らなく、当該項目の売上高についてはR3調査で導入した生産物分類
で把握されていることから、当該項目を廃止することとしたい。



支払利息等について

４

◆【参考①】R３活動調査答申（今後の課題）

３ 今後の課題

・ 次回調査に向けた調査事項の検討

調査事項のうち、「支払利息等」を削除しているが、今後、国民経済計算推計等に
必要とされる可能性もあることから、調査結果の利活用ニーズの変化等を把握した上
で、次回調査において調査項目として再度把握することについて検討すること

○現時点でニーズは把握できていないので調査事項として設定はしない。



支払利息等について

５

◆【参考②】経済構造実態調査の変更等に係る部会審議の際に出され
た意見について－支払利息等の把握や電子商取引の実態把握の必要
性－（令和３年６月30日）
今回、経済構造実態調査（以下「本調査」といいます。）の調査事項（「支払利息

等」や「電子商取引の有無及び割合」）の削除について審議した際、次回の経済セン
サス‐活動調査（以下「活動調査」といいます。）における支払利息等の把握や電子
商取引の実態把握の必要性について、御意見を頂戴しました。

１ 次回の活動調査における支払利息等の再度の把握の検討
次回の活動調査における支払利息等の把握については、令和３年活動調査に係る答

申（令和２年６月25日付け統計委第９号）の中で再度把握することについて検討する
旨の課題が付されていますが、本調査と活動調査とのシームレスな接続の観点から、
今回の部会審議において改めて、次回の活動調査における支払利息等の再度の把握の
検討について御意見がありました。
本件については、今回の議論や現在実施中の令和３年活動調査の実施状況を踏まえ

た上で、経済統計の体系的整備の一環として、次期公的統計基本計画の審議の中で検
討することが必要であると考えます。
なお、本調査の将来的な調査項目の検討に当たっては、活動調査の中間年において

も国民経済計算の概念と対応した付加価値額を把握することが望ましいとの観点から、
減価償却費をはじめとする活動調査の調査項目との整合性についても議論の必要があ
るのではないか、という御意見もありました。



調査事項に関する各府省要望について

①考え方

６

調査事項の選定基準

・調査事項は、包括的な産業構造の把握、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調
査の精度向上に資する母集団情報の充実、地域別統計の充実、国際比較可能性の向上、
国民経済計算や産業連関表等の精度向上に資する等の観点から、全数調査としての必
要性（小地域統計の必要性、結果利用の汎用性等）、行政記録の活用の可否、報告者
負担、結果精度等を踏まえて選定する。

• 第１回研究会において以下の選定基準をもとに調査事項の要望を把握をするこ
としており、実際に要望を照会しとりまとめたところ、各府省等及び地方公共
団体から40件程度の要望があった。

※第１回研究会の中で菅委員からご指摘のあった、「引き続き調査環境が厳しいことを
踏まえ、調査事項の選定基準について、他統計との重複排除の観点も踏まえるべき。」
という点に関して、採否の判断にあたり事務局において考慮し、整理を行った。
（次頁以降、要望内容と採否結果を一部掲載）

＜令和５年８月４日 令和８年経済センサス‐活動調査研究会（第１回）資料＞



調査事項に関する各府省要望について

②要望内容と採否結果（一部）

７

（１）【経済産業省】「人材投資の実態把握として「教育訓練費」および
「募集費」」

・令和6年ものづくり白書等においてDX投資の一環で人材投資の必要性と重要性を主張
する予定であり、令和8年以降の全産業における業種・規模別の人材投資実態を把握
するために、“人材の「教育訓練費」および「募集費」”について、新たに調査事項と
してほしい。

※ 就労条件総合調査で同様の事項を集計しているが、表章産業が大分類ベース
等であること、活動調査結果（売上高、設備投資など）との分析ができないな
どにより要望

⇒ 採否×

・報告者負担を踏まえると、当該調査事項を全数調査で把握することは困難であると考
える。



調査事項に関する各府省要望について

②要望内容と採否結果（一部）

８

（２）【国土交通省】「産業細分類「自家用倉庫」」

・「物資流動調査（一般統計調査）」の調査対象事業所の選定において、事業所が「物
流施設」に該当するか否かを判定することができる情報として必要であるため（平成
18年まで行われていた事業所・企業統計調査では、調査員により「事業所の形態」が
調査されていたが、平成21年からの経済センサスでは「事業所の形態」が調査されな
くなった。

・母集団情報DBに収録を希望する。物資流動調査等の物流関連調査の調査対象検討時
に必要な情報である。3大都市圏の物資流動調査はおおむね１０年毎である。

⇒ 採否×
・「事業所の形態」については、事業所・企業統計調査において調査員による外観確認
時に記入したものを表章していたものであるが、オンライン調査の導入等調査員事務
の複雑化、調査員の高齢化等の状況から、実査可能性の観点から採用しないこととす
る。なお、卸売業、小売業については前回令和３年調査と同様に「管理、補助的経済
活動を行う事業所」（産業小分類）として表章を行う予定

※卸売業、小売業以外の産業は日本標準産業分類で自家用倉庫の設定はない。



調査事項に関する各府省要望について

②要望内容と採否結果（一部）

９

（３）【厚生労働省】表章する産業分類の粒度（細分類）
・都道府県別・産業別に定められている特定最低賃金について、その対象産業は産業細
分類まで参照して定められているものも多くあるため、その適用事業所数、適用労働
者数を把握するに当たって、都道府県別に産業細分類別の事業所数（常用雇用者数0
人の事業所を除く。）及び雇用者数（常用雇用者数＋臨時雇用者数）を把握する必要
がある。

・都道府県、常用雇用者規模、産業細分類別の事業所数、常用雇用者数、臨時雇用者数
が把握できる集計表を公表して頂きたい。

⇒ 採否×

・前回調査から表章する産業分類の粒度については、産業小分類を基本とし、個別の産
業小分類のうち特に要望があり、かつ、技術的に可能なものについて、調査実施者の
リソースの範囲内で細分類対応としているところであるので、全産業産業細分類表章
とする要望は採用できない。


